
２０本入りタバコ一箱４９０円のうち６３.１％を占める３０９.４２円が税金です。例えば和歌山市で４９０

円のタバコを買うと和歌山市に１１３円（地方たばこ税・市町村）、和歌山県に１８円（地方たばこ税・都

道府県）、国に１１６円（国たばこ税）が納入されるのですが、全国のたばこ税の年間総計は下の表のと

おりです。毎年総額２兆円を超える税金が入る自治体や国にとって、タバコの税収は無視できない財

源となっているのです。そう見ると喫煙者は行政の予算に貢献しているように思えます。 

ところが、下の円グラフを見てください。タバコを吸うたびに健康を損ねる喫煙者は病気になりがち

です。するとその治療費が増えますよね。非喫煙者の受動喫煙による治療費も合わせるとタバコによ

る医療費は約１兆７千万円もかかります。さらに関連して介護費用やタバコによる火災などの費用を加

えると２兆円を超える損失があるのです。 

いかがでしょうか。

毎年タバコ税で２兆

円の収入を得ても、

同じだけの損失額を

出していては差し引

きゼロです。まさに

「骨折り損のくたび

れ儲け」の諺がピッ

タリです。 

タバコは「百害あ

って一利なし」とも言

われますが、こんな

場面でもその通りで

すよね。 
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